
月 日 曜 1 2 3 4 5 6

21 月 4 5 5 6 6 6

22 火 5 6 6 6 6 6

23 水

24 木 5 5 6 6 6 6

25 金 5 5 5 5 5 5

27 日

28 月 4 5 5 6 6 6

1 火 4 6 6 5 6 6

2 水 5 5 5 6 6 4

3 木 5 4 6 6 5 6

4 金 5 5 5 5 5 5

※避難訓練は、この期間中に「予告なし」で実施します。
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保護者会(2・5)

　　　　　　　　　　　　　　　[あいさつ運動(終)]  　　　 [募金活動(終)]
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全校朝会(オンライン)

特別時程

天皇誕生日
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なわとび指導　1校時(4)   2校時(2)

26 土
土曜授業日【公開なし】　特別時程　３時間授業　　下校　11:30頃

※道徳授業地区公開講座（後日、ホームページにて公開します。）
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朝
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安全指導

特別時程　保護者会(1・4)　　　[あいさつ運動(始)]　　　　[募金活動(始)]

特別時程　保護者会(6・3)

全校読書

安全指導

清瀬市立芝山小学校

校長 寺井 俊敬

http://www.kiyose.ed.jp/

「全面オンライン授業」を終え、「対面での授業」再開へ

日頃、本校の教育活動にご理解ご協力をいただき、誠にありがとうございます。１月３１日から始まった「全面オン

ライン授業」の実施につきましては、保護者の皆様に多大なご協力をいただき、深く感謝申し上げます。また、「対面

での授業」を再開するにあたり、お子様の登校状況の調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。そして、

「その他」にいただいた、ご意見やオンライン授業のよかった点や課題につきましては、今後の取組の参考にさせてい

ただきます。また、今回の調査に回答していただいた「登校状況」の内容について、今後の感染状況により変更する場

合は、学校にご相談ください。

「今後の行事予定（2月21日～3月4日)」と「お知らせ」について、以下のとおり、お伝えいたします。

今後の行事予定

保護者会について
★【オンライン】による保護者会

＜日時＞
３月１日（火）１年生 １４：００～

４年生 １５：００～

３月２日（水）６年生 １４：００～
３年生 １５：００～

３月３日（木）２年生 １４：００～
５年生 １５：００～

ＳＣ

ＳＣ

※３月の行事予定は、「芝山小だより３月号（２月２８日発行）」でお知らせいたします。

〇●新型コロナウイルス感染症対策について●〇

「対面での授業」を再開するにあたり、学校で取り組んできた感染症対策をこれまでと同様に徹底して参ります。また、ご家庭には毎日の健康観察

をはじめ、マスクの準備と着用、清潔なハンカチの持参などのご協力をいただくことで、健康で安全な学校生活を送ることができています。

ご家庭におかれましては、ご家族で発熱のため体調を崩されている方や感染の疑いがある方がいる場合は、お子様本人に発熱や体調不良の様子がな

くても、できるだけ登校を控え、ご自宅で待機していただくようお願いいたします。また、本人または同居のご家族の方がPCR検査を受けたり、濃厚

接触者に指定されたりした場合、学校の管理職までご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。（芝山小学校：493-4312）

＜方法＞

・保護者会の当日に、お子様が学校から持ち帰った「学習用タブレット」を使用し

ます。

・学習用タブレットは、学校と家庭でのみご使用いただけます。

・お子様がお持ちの「ＱＲコード」でログインしてください。

・保護者会開始５分前には、classroomにお入りください。

★手順は以下のとおりです。

①電源を入れてタブレットを開き、カメラにＱＲコードをかざしてログインする。

②保護者会当日のお子様の学年「〇年生」と表示されているclassroomに入る。

③classroom内に表示されている『Meet「参加」』ボタンを押す。

④画面下の「マイクボタン」を押して、マイク機能をオフにする。(マイクボタン

に斜線が入ります)

⑤画面右側の「今すぐ参加」ボタンを押す。

⑥ご発言の際は、「挙手ボタン」で合図を送っていただき、「マイクボタン」を

押して、オンにしてからお話しください。

⑦保護者会終了後は、担任がclassroomを閉じますので、タブレットの電源をお切

りください。

保護者の皆様には、今年度、様々な場

面でご協力をいただき、心より感謝いた

します。当日は、校長より「今年度のま

とめと来年度について」、各学年の担任

より「１年間のまとめ(学校生活と学習

等）について」、お話しさせていただき

ます。

令和４年２月２１日

２月号

２

お知らせ


